
健全な市政運営の原則 
基 

本 

原 

則 

地域主体の原則 市民主体の原則 

市民等及び市が，まちづくりに
関する情報を共有し，市民参
加と協働による市民主体のま
ちづくりを推進すること。 

市民等及び市が，地域のつながり及
び特性等を生かした地域主体のまち
づくりを推進すること。 

市が，総合的かつ計画的に健全
な市政を推進すること。 

現在の状態 

北北海道の拠点都市としての機能
発揮は，市民が求めているのかど
うか 

目的，基本理念，基本原則について 

本市のまちづくりに関する基本的な理念や仕組み等を総合的に定めることにより，市民等が生き生きと活躍で
きるまちづくりを発展させるとともに，北北海道の拠点都市として，地域資源を生かし，将来にわたり活力と希望
に満ち，支え合って暮らせるまちを実現する 

目 

的 

資料２ 

市民等が支え合って暮らせ
るまちづくり 

市民等が生き生きと活躍で
きるまちづくり 

地域資源を生かし，将来にわ
たって活力があり，住み続けら
れるまちづくり 

基 

本 

理 

念 

北北海道における拠点性を生か
したまちづくり 

生活の充実と地域の活性化 地域資源の活用と発信 


